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宮城県水産林政部
水産業基盤整備課

 クマによる被害が相次いでおり、内水面養魚場等の養殖業者及び養殖魚への被害が懸念される。
そのため、緊急的に内水面魚類養殖業者等に対し侵入防止柵（電気柵）等の整備及びクマ対策
資材の購入等に係る経費を補助するもの。

〈令和7年度１１月補正予算〉

＜補助対象要件＞
事業実施主体
➢ 内水面漁業協同組合
➢ 県内に事業所（支店も可）を有し、内水面魚類養
殖業を営む個人または法人

➢ さけふ化団体
➢ その他知事が特に認めたもの
補助率
➢ １/2以内（補助対象経費は右記のとおり）

侵入防止柵（電気柵）等の整備、緩衝帯の設置、放任果樹の除去など出没防止対策及びクマ対策資
材の購入等に係る経費
①出没防止対策費：侵入防止柵（電気柵）等の購入、緩衝帯の設置、放任果樹の除去に係る経費
②クマ対策資材費 ：クマ対策に必要な資材（クマ撃退スプレー、笛（ホイッスル）、クマ避け鈴、爆竹、

狩猟用ナイフ等）の購入等に係る経費
③その他：事業実施に必要と知事が認める経費
※ 令和７年４月１日以降に導入した経費及び県内の施設において活用するための経費に限る。
※ 本補助金以外の国、県及び市町村の補助金等の対象となった経費については、補助対象経費
から除くものとする。

＜補助対象経費＞

背景・目的

県

④補助金交付

③実績報告

＜事業の流れ＞

①交付申請 （R8.3.6 〆切）

②交付決定
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＜お問い合わせ先＞
水産業基盤整備課 養殖振興班
TEL   ：022-211-2943
FAX  ：022-211-2949
E-Mail：suikiseiys@pref.miyagi.lg.jp

※国の鳥獣被害防止総合対策交付金資料から抜粋 狩猟用ナイフ爆竹

クマ撃退スプレー クマ避け鈴

出没防止対策費の例

クマ対策資材費の例
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